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〔
政

令
〕

〇
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令（
三
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感

染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
四
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法

第
三
十
四
条
第
一
項
の
感
染
症
の
種
類
と

し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
五
）

〔
省

令
〕

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感

染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
第
三
条
の

規
定
に
よ
り
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替

え
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
厚
生
労
働
一
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法

第
三
十
四
条
第
一
項
の
感
染
症
の
種
類
と

し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
検
疫
法
施
行
規
則
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
の
読
替
え
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
二
）

〔
告

示
〕

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延

を
防
止
す
る
た
め
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
特
別
措
置
法
第
四
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
要
請
を
行
う
こ
と
が
特
に

必
要
な
施
設
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
四
）

◇
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
三
号
）（
内
閣
官
房
）

１

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
使
用
の
制
限
等
の
要
請
の
対
象
と
な
る
施

設
と
し
て
飲
食
店
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令（
政
令
第
四
号
）

（
厚
生
労
働
省
）

１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

の
規
定
を
準
用
す
る
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。（
本
則
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
五
号
）（
厚
生
労
働
省
）

１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
、検
疫
法
の
規
定
を
準
用
す
る
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
本
則
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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